
行政改革に関する新たな計画の策定体制
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専⾨部会
・新たな計画に関する重要項⽬を調査、検討
○組織機構等改⾰部会(各部⻑、教育次⻑、議会事務局⻑で構成)
○公共施設等総合管理部会（公共施設等所管部署で構成）
○実施計画検討部会（各部局職員で構成）

※専⾨部会はそれぞれ2回〜4回程度開催予定

各課・職員
・各課へのヒアリングを通じた課題調査
・市職員アンケートによる⾏政課題、意識調査
・に関する職員研修会への参加
・庁内パブリックコメントを通じた意⾒提案
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⾏政改⾰推進本部・幹事会
・新たな計画の基本指針や成果⽬標、専⾨部会の協議を経た
取組項⽬の実施是⾮検討

・⾏⾰推進審議会における資料等の協議
※推進本部会議は４回程度開催予定、幹事会は必要に応じて開催
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⾏政改⾰推進審議会
・⾏政改⾰全般、新たな計画に関する審議
※本年度は３回程度開催予定

市⺠・市議会
(市⺠)パブリックコメントを通じた意⾒提案
(市議会)委員会や全員協議会へ策定経過等を説明
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